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農地中間管理事業農地中間管理事業
農地中間管理事業は、
農業の生産性の向上に資すること を目的と し 、
農地中間管理機構が農地を借り 受け、
市町村の「 地域計画」 に沿って、
まと まり のある形で担い手に貸し 付ける事業です。

農地を貸し たい、 農地を借り たい
そんなと きは、 お近く の市町村・
Ｊ Ａ ・ 市公社などの地域の窓口に
ご相談く ださ い。

市町村・ 農業委員会、 Ｊ Ａ ・ 市公社

連携・ 協力 窓口委託

市町村・ Ｊ Ａ ・ 市公社などの相談窓口は、 機構のホームページに掲載し ています。

繋ごう 農地・ 繋ごう 農地バンク繋ごう 農地・ 繋ごう 農地バンク繋ごう 農地・ 繋ごう 農地バンク
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●市街化区域外の
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地域計画の実現に向けて目標地図に位置付けられた者に農地の集約化等を実施し ます。

【 現況】 【 地域計画の目標地図】
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農地を 貸し たい人（ 出し 手）

愛知県農地中間管理機構のホームページ 愛知県農地中間管理機構

農地を 借り たい人（ 受け手）

① 貸付の相談
　 ・ 農用地等を貸し たいと きは、 市町村またはＪ Ａ ・ 市公社など地域の相談窓口でご相談く ださ い。
　 ・ 農用地等の場所、 貸し 借り の条件などを調査・ 確認さ せていただきます。

② 農地貸出申込書等の提出
　 ・ 「 農用地貸出希望申込書」 「 農用地利用集積等促進計画」 等の用紙を市町村やＪ Ａ ・ 市公社など

地域の窓口で受け取り 、 記入し て提出し ます。

③ 貸借の調整
　 ・ 貸付期間、 賃料などの貸付条件を調整し ます。

④ 農地中間管理権の取得
　 ・ 条件を整え、 県より 農用地利用集積等促進計画が認可さ れると 、 農地中間管理権の設定を受けます。
　 ・ 賃料は、 毎年８ 月１ 日を基準日と し 、 12月末に指定口座に振り 込みます。

① 目標地図への記載確認
　 ・ 市町村が策定する「 地域計画」 の「 目標地図」 に記載さ れた「 地域の農業を担う 者」 に貸付けが

行われます。 市町村の農業関係相談窓口に「 地域計画」 の「 目標地図」 に記載さ れているかご相
談く ださ い。

② 借受予定者の選定
　 ・ 地域計画の区域内では、 「 地域計画」 の「 目標地図」 に記載さ れた「 地域の農業を担う 者」 が借

受予定者と し て選定さ れます。
　 ・ 地域計画の区域外では、 農地中間管理事業を活用し て農地の集積・ 集約化を実現する必要がある

と 認められた場合に、 農業委員会の要請に基づき貸付等を行います。 市町村の農業関係相談窓口
にご相談く ださ い。

③ 利用権の設定
　 ・ 条件を整え、 県より 農用地利用集積等促進計画が認可さ れると 、 農用地等の利用権が機構から借

受者へ設定さ れます。
　 ・ 賃料は、 毎年８ 月１ 日を基準日と し 、 12月に指定口座から引き落と さ れます。

農地中間管理事業を利用するメ リ ッ ト

１ 農地中間管理機構（ 愛知県農業振興基金） は、 農地中間管理事業を行う こと を目的と し た組織と し て、
県から指定さ れた機関であるため、 安心し て農用地等を託すこと ができます。

２ 契約期間終了後は、 農地が戻り ます。

３ 要件を満たせば、 機構集積協力金の交付を受けること ができます。 要件等の詳細は市町村へお問い合
わせく ださ い。

４ 要件を満たせば、 固定資産税の軽減措置、 相続税、 贈与税の優遇措置が適用さ れます。 要件等の詳細
は市町村へお問い合わせく ださ い。

１ 農地の規模拡大や農地の集約化により 、 農作業の効率化と コスト ダウンが可能と なり ます。

２ 借入期間中は安心し て耕作ができます。

※　 国の補助金の要件になる場合もあり ます。（ 補助金の種類により 条件が異なり ますので、 該当の
国の補助金担当者にお問い合わせく ださ い）

出し 手

受け手

農地中間管理事業の手続きの流れ



機構集積協力金の概要

２ 集約化奨励金

１ 地域集積協力金

地域計画の策定地域を対象に、 農地中間管理機構からの転貸又は農地中間管理機構を通じ た農作業受託
による農地の集約化、 併せて担う 者が位置付けられていない農地の集約化について、 奨励金が交付さ れま
す。 同一年度内で「 地域集積協力金」 と の重複交付が可能です。

地域計画の策定地域を対象に、 農地中間管理事業を活用し て、 担い手への農地集積・ 集約化に取り 組む
地域に対し て、 貸付割合に応じ た単価で、 協力金が交付さ れます。

（ ＊1 ） 交付対象面積 対象期間内の貸付面積－（ 再貸付面積）－（ 貸付期間６ 年未満の農地面積）
※円滑化からの切替も６ 年以上の契約期間であれば、 交付対象面積にカウント さ れます。

（ ＊2 ） 担い手 ①認定農業者 ②認定新規就農者 ③市町村基本構想の水準到達者 ④集落営農組織
（ ＊3 ） 事業の活用率 累積の貸付面積（ ６ 年未満の農地も含む）／地域の農地面積
（ ＊4 ） 中山間地域 中山間地農業ルネッ サンス事業の実施地域
（ ＊5 ） 農作業委託 基幹的な３ 作業（ 耕起・ 代かき、 田植え及び収穫・ 脱穀等）、 委託期間10年以上

区分１

区分２

地域の団地面積の割合

10ポイント 以上増加

20ポイント 以上増加

既に30% 以上の地域は１ 団地
当たり の平均面積が1.5倍以上

一般タ イプ（ 農作業委託）

1. 0万円（ 0. 5万円）

3. 0万円（ 1. 5万円）

受け皿準備タ イプ

交付単価/10a

0. 5万円

1. 5万円

（ 交付額＝交付対象面積×交付単価）

農地中間管理事業の活用率（ ＊３ ） 交付単価/10a

（ 農作業委託の場合（ ＊５ ））一般地域 中山間地域（ ＊４ ）

80％超

80％超

2. 8万円（ 1. 4万円）60％超 80％以下

3. 4万円（ 1. 7万円）

区分１

区分２

【 交付要件】

次のすべての交付条件を満たすこ と が必要になり ます。
（ １ ） 地域の農地面積に占める、 機構への貸付面積が８ 割（ 中山間地域及び樹園地は６ 割）

超であること 。
（ ２ ） 交付対象面積（ ＊1） の１ 割以上が新たに担い手（ ＊2） に集積さ れるこ と 。 または、

地域の農地面積に占める、 同一の耕作者の１ ha以上（ 中山間地域及び樹園地は
0.5ha以上） の団地面積の割合が10ポイント 以上増加すること 。

（ ３ ） 機構への貸付面積のう ち１ 割以上を１ ha以上（ 中山間地域及び樹園地は0.5ha以上）
の団地と し て貸し 付けること 。

【 交付要件】

（ １ ） 一般タ イプ ＜目標年度（ 事業実施年度の翌々年度） までに満たすこ と ＞
地域内の農地面積に占める、 同一の耕作者が耕作する１ ha以上（ 中山間地域及び樹園
地は0.5ha以上） の団地面積の割合が10ポイント 以上増加すること 。

（ ２ ） 受け皿準備タ イプ　 ＜目標年度（ 事業実施年度の３ 年度後） までに満たすこ と ＞
目標地図に将来の担う 者が位置付けら れていない農地の団地化に取り 組む場合、 一般
タ イプと 一体的に取り 組み、 同一の耕作者が耕作する１ ha以上（ 中山間地域及び樹園
地は0.5ha以上） の団地面積の割合を10ポイント 以上増加し 、 受け手に転貸すること 。

　 　 （ 交付対象面積は１ 団地あたり 4ha、 中山間地域は2haまで）



Ｑ１ 地域計画と は。
　 （ Ａ ） 農業者や地域のみなさ んの話合いで作る、 将来の農地利用の姿を明確化し た地域農業

の設計図です。 農地の効率的利用のため、 耕作者ごと に集約し た「 目標地図」 を作成
し ます。 市町村が取り まと め、 令和７ 年３ 月末までに公告し まし た。
地域計画は今後も 協議は継続さ れ、 必要があれば変更し ブラッ シュアッ プさ れていき
ます。
機構はこ の「 目標地図」 を基に地域計画に沿った農地の貸し 借り を進めていきます。

Ｑ２ 機構はどんな農用地等でも借り 受けてく れるのですか。
　 （ Ａ ） 「 農用地等と し て利用困難な場合」 や「 受け手が見込まれない場合」 など貸し 付ける

可能性が著し く 低い場合は借り 受けできません。

Ｑ３ 農用地等の賃料金額はどう なり ますか。
　 （ Ａ ） 当該地域における整備状況等が同程度の賃料を基本と し ています。 水利費の負担やあ

ぜ草刈り 管理等の調整も あり ますので、 その地域における通例を参考にし て定める金
額と なり ます。

Ｑ４ 農用地等の賃料はいつもらえますか。
　 （ Ａ ） 機構が借り 受けた農用地等については、 ８ 月１ 日を基準日と し 、 賃料はその年の12月

末までに指定さ れた口座に振り 込みます。

Ｑ５ 農用地等を貸す場合、 貸付期間は10年でなく てはならないのですか。
　 （ Ａ ） 貸付期間は10年以上が望まし いですが、 出し 手、 受け手の事情により それ以外の期間

で設定も 可能です。 し かし 、 事業の目的である、 農業の生産性向上のために、 貸付期
間はできるだけ長く なるよう ご理解をお願いいたし ます。

Ｑ６ 貸し 付けた農用地等の契約途中の解約はできますか。
　 （ Ａ ） 受け手と の話合いによる合意により 、 契約の途中でも解約ができます。（ 合意解約）

Ｑ７ 契約期間中に出し 手が死亡し た場合の手続きはどう なり ますか。
　 （ Ａ ） 市町村またはＪ Ａ 等へ所有者変更後の登記事項証明書または遺産分割協議書を添え

て、 名義変更届（ 様式Ｅ 1） をご提出く ださ い。 様式Ｅ １ については基金のホーム
ページにも掲載し ています。

Ｑ８ 農用地等を預けた場合の固定資産税のメ リ ッ ト はあり ますか。
　 （ Ａ ） 所有する全農用地等（ 10ａ 未満の自作地を除く ） を単一年度内に新たに、 ①農地中間

管理機構に15年以上の期間で貸し 付けた場合には５ 年間、 ②10年以上15年未満の期間
で貸し 付けた場合には３ 年間、 固定資産税が１ /２ に軽減さ れます。

Ｑ９ 農地中間管理事業について、 どこ に相談すればいいですか。
　 （ Ａ ） 個別の案件は農用地等のある、 市町村の農業関係窓口、 Ｊ Ａ の営農相談窓口または市

公社にご相談く ださ い。
また、 事業全般については愛知県農業振興基金（ 052-951-3288） にお問い合わせく
ださ い。

農地中間管理事業Ｑ＆Ａ


